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この法人制度についての事務は、 

藤沢市市民自治部市民自治推進課が行っています。 

〒２５１－８６０１ 藤沢市朝日町１番地の１  

         電 話 ０４６６－５０－３５１６ 

ＦＡＸ ０４６６－５０－８４０７ 

         E-mail fj-jiti-s2@city.fujisawa.lg.jp 

 

  この案内書の内容及び様式、その他特定非営利活動法人に関する情報につい

ては、市民自治推進課のホームページでも提供しています。 

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kurashi/shimin/npo/index.html 



 

 

□  書類の提出等の窓口について 

 
 ○ 特定非営利活動法人(ＮＰＯ法人)の所轄庁は、その主たる事務所が存在する都道

府県の知事（政令指定都市のみに事務所を置く法人にあっては政令指定都市の市長）

となります。 

 

 ○ 藤沢市は、平成２５年４月１日から、特定非営利活動法人の設立認証等に係る事

務を神奈川県から移譲されました。そのため、藤沢市域のみに事務所を置く法人の

認証、役員変更等の届出や事業報告書等の受理、監督等の事務は藤沢市で行います。 

 

 ○ 法人成立後にご提出いただく書類の様式、電子申請･届出システム、提出書類の閲

覧・公開等については、県、横浜市、川崎市、相模原市、藤沢市で異なります。こ

の冊子では、藤沢市への申請等についてご案内します。 

   県や他市への提出、届出等については、それぞれのホームページ等でご確認くだ

さい。 

 

 
 

 

＜略 称 一 覧＞ 

 

この案内書では、次の略称を使用しています。 

 

法 ・・・特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号） 

条 例・・・特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年神奈川県条例第３７号） 

規 則・・・藤沢市特定非営利活動促進法施行細則(平成２４年藤沢市規則第８５号） 

 

（法・条例・規則については、令和３年１０月１日現在のものを掲載しています。） 
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１ 概要 

特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）は、毎事業年度終了後３か月以内に、下記の事業報告書等（①

～⑥）を作成し、藤沢市に提出することが必要です（法第２９条、条例第８条）。閲覧用を含め各２

部提出してください。（規則第１０条） 

提出された書類の過去５年分について、市民自治推進課内で閲覧に供します。また、閲覧書類は謄

写（コピー）することもできます。（法第３０条） 

事業報告書等の提出を怠ると２０万円以下の過料が処されます。（法第８０条第５号） 

さらに、３年未提出の場合は設立の認証の取消対象になります。（法第４３条第１項） 

また、事業報告書等については、毎事業年度終了後３か月以内に作成し、その作成の日から起算し

て５年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなけ

ればなりません。（法第２８条第１項）当該法人の社員その他の利害関係人から事業報告書等の閲覧

の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、閲覧させなければなりません。（法第２

８条第３項） 

 
２ 事業年度終了から藤沢市に提出するまでの流れ 
 

事業年度終了 ⇒ 事業報告書等の作成 ⇒ 監事の監査 ⇒ 総会（又は理事会）の決議  

⇒ ・藤沢市に提出（事業年度終了後３か月以内） 

   ・事務所に備置き 

                    

３ 毎年作成・提出する事業報告書等 
 

 書   類   名 記載例 提出部数 

① 前事業年度の事業報告書 ５ページ ２部 

② 前事業年度の活動計算書 ６～13 ページ ２部 

③ 前事業年度の貸借対照表 14 ページ ２部 

④ 前事業年度の財産目録 16 ページ ２部 

⑤ 
年間役員名簿（前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及

び住所又は居所並びに前事業年度における報酬の有無を記載した名簿） 
17 ページ ２部 

⑥ 前事業年度の末日における社員のうち 10人以上の者の名簿 18 ページ ２部 

※ 事業を実施しなかった法人についても上記書類を毎年作成・提出する必要があります。 
 

４ 計算書類等(上記②～④)の参考様式について 
内閣府において、特定非営利活動法人の会計について明確化を図り、もって市民・特定非営利活

動法人・所轄庁の三者にとって分かりやすい会計のあり方を検討するための「特定非営利活動法人

の会計の明確化に関する研究会」が開催され、その検討結果として計算書類等の考え方や様式例・

記載例、作成上のチェックポイントなどが盛り込まれた「特定非営利活動法人の会計の明確化に関

する研究会報告書」（以下「研究会報告書」といいます。）が平成 23 年 11 月に公表されました。 

この研究会報告書で示された基準は、あくまでも目安であり、市民に分かりやすい会計報告をめざ

し、法人特有な事情を加味したものとして示されました。この基準を採用するかどうかは法人の任意

ですが、本案内の参考様式についてもこの研究会報告書から抜粋し、掲載します。 

「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書」は内閣府のホームページで公表され

ています。考え方や記載方法等の詳細はそちらをご覧ください。 

〔アドレス http://www.npo-homepage.go.jp/kaigi/kaikeimeikaku-kenkyuu 〕 

当分の間、上記②の「活動計算書」に代えて、法改正前の「収支計算書」を作成・提出することができます。 

Ⅰ 毎年作成・提出する書類（法第２８、２９条） 

http://www.npo-homepage.go.jp/kaigi/kaikeimeikaku-kenkyuu
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５ 書類の提出方法 

前記の事業報告書等（①～⑥）は、持参又は郵送でご提出ください。 
事業報告書等が、Microsoft Word、Excel 又は PDF により作成されている場合には、電子申請による

提出も可能です。詳しくは、３７ページ以降をご参照ください。 

 
 

６ 事業報告書等の閲覧・謄写とホームページでの公開 
   提出された前記書類（①～⑥。ただし⑤⑥のうち住所又は居所を除く）の過去５年分は、市民自

治推進課内で閲覧に供します。また、閲覧書類はコピー（謄写）することもできます。（法第３０条） 

さらに、①～④の最新年度分は、以下の内閣府のホームページでも公開します。 

〔アドレス https://www.npo-homepage.go.jp/Portal/corpSearch!show2.action 〕 

７ 貸借対照表の公告 

平成２８年６月７日の特定非営利活動促進法の一部改正に伴い、平成３０年１０月１日から

NPO 法人自身において、毎年貸借対照表の公告を行うことが義務付けられます。 

   貸借対照表に係る公告の方法は、下記の４つの中から選択することができ、また、複数の方

法を重ねることもできます。・・法第 28 条の２第１項、府令第３条の２第１、２項 

【方法①】官報に掲載する方法 ＜掲載費用が発生します＞ 

 

 

【方法②】日刊新聞紙に掲載する方法 ＜掲載費用が発生します＞ ～具体的な新聞紙名の記載が必要です～ 

 

 

 

【方法③】電子公告による方法（法人ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、内閣府ＮＰＯ法人ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ） 

<<法人ホームページに掲載する場合の記載例>> 

 

 

 
<<内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトに掲載する場合の記載例>> 

 

 

 

【方法④】主たる事務所の公衆の見やすい場所 

 

 

 

【複数の方法を重ねて記載する場合】 例）電子公告＋官報 

 

 

 

 

 

【要注意】 貸借対照表の公告の方法は定まっていることが必要ですので、「○○又は○○」

といったような選択的記載とすることはできません。 

      また、複数の方法を重ねて記載する場合は、｢電子公告＋官報｣又は｢電子公告＋

日刊新聞紙｣の組み合わせのみ可能です。 

 

２ 法第 28条の２第１項に規定する貸借対照表に係る公告については、官報に掲載して行う。 

２ 法第 28 条の２第１項に規定する貸借対照表に係る公告については、神奈川県において発行

する○○新聞に掲載して行う。 

２ 法第 28条の２第１項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人のホームページ

に掲載して行う。 

２ 法第 28条の２第１項に規定する貸借対照表に係る公告については、内閣府ＮＰＯ法人ポータ

ルサイト（法人入力情報欄）に掲載して行う。 

２  法第 28 条の２第１項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人の主たる事務

所の掲示場に掲示して行う。 

２ 法第28条の２第１項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人のホームページ

に掲載して行う。なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが

できない場合は、官報に掲載して行う。 

https://www.npo-homepage.go.jp/Portal/corpSearch!show2.action


『 事 業 報 告 書 等 』 提 出 チ ェ ッ ク 表
　事業報告書等の作成・提出にあたりましては、次のチェック表によりご確認下さい。

書　　類 項　　　　　　　目 チェック欄

定款上、その他の事業がある場合、その他の事業についての記載はあるか。
（前事業年度に事業を実施していなくてもその旨の記載が必要。） □

提出用として２部用意したか。 □

前事業年度の期間が記載されているか。 □
定款上、その他の事業がある場合、その他の事業会計についての記載はある
か。（前事業年度に事業を実施していなくてもその旨の記載が必要。） □

貸借対照表、財産目録との整合がとられているか。 □
提出用として２部用意したか。 □

前事業年度末日現在の日付が記載されているか。 □
活動計算書、財産目録との整合がとられているか。 □
提出用として２部用意したか。 □

前事業年度末日現在の日付が記載されているか。 □
貸借対照表、活動計算書との整合がとられているか。 □
提出用として２部用意したか。 □

前事業年度中に就任していた役員がすべて記載されているか。
 (辞任した役員も記載が必要。) □
前事業年度中の就任期間が記載されているか。
（役員の任期を記載するわけではないので注意。） □
報酬を受けた期間が記載されているか。
（報酬なしの場合はその旨の記載が必要。） □

提出用として２部用意したか。 □

前事業年度末日現在の日付が記載されているか。 □
１０人以上記載されているか。 □
社員が団体の場合、団体名及び代表者の職名・氏名が記載されているか。 □
電話番号など不必要な個人情報が含まれていないか。 □
提出用として２部用意したか。 □

⑥「前事業年度の末日における社員のうち１０人以上の者の名簿」
　　（※社員とは、総会において表決権を持つ会員のことです。会社員（従業員）ではありません。）

④前事業年度の「財産目録」

①前事業年度の「事業報告書」

②前事業年度の「活動計算書」

③前事業年度の「貸借対照表」

⑤前事業年度の「年間役員名簿」

(※設立申請時及び役員の変更等届出時の「役員名簿」とは記載内容が異なりますので、ご注意下さい）
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令　　和　　○　　年　　度　　事　　業　　報　　告　　書

法人の名称　　特定非営利活動法人　○○○○○

　１　事業の成果

○○○○・・・・・・・・・・・

　２　事業内容

　　（１）　特定非営利活動に係る事業

　　　　①　○○に関する事業

　　　　　・内容　　○○○○・・・・

　　　　　・日時　　○月

　　　　　・場所　　○○○○

　　　　　・従事者人員　　○人

　　　　　・受益対象者　　○○の者　○人

　　　　　・支出額　　○○○○円

　　　　②　○○に関する事業

　　　　　・内容　　○○○○・・・・

　　　　　・日時　　○月

　　　　　・場所　　○○○○

　　　　　・従事者人員　　○人

　　　　　・受益対象者　　○○の者　○人

　　　　　・支出額　　○○○○円

　　（２）　その他の事業

　　　　①　○○に関する事業

　　　　　・内容　　○○○○・・・・

　　　　　・日時　　○月

　　　　　・場所　　○○○○

　　　　　・従事者人員　　○人

　　　　　・受益対象者　　○○の者　○人

　　　　　・支出額　　○○○○円

記載例

・閲覧の対象となる書類なので、電話番号などの不必要な個人情報が

記載されたものを提出しないよう十分気をつけてください。

前事業年度に実施した事業

について、総括的に内容・

成果を記載します。

※目的や方針ではありません。

原則として、定款第５条に掲げ

た事業に沿って記載します。

事業を行わなかった場合は、

その旨を記載します。

定款第５条で「その他の事業」

又は「収益事業」を掲げている

場合は記載が必要です。

事業を行わなかった場合は、

その旨を記載します。

５



活動計算書
××年×月×日から××年×月×日まで

法人の名称　　特定非営利活動法人　○○○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 経常収益

１． 受取会費
正会員受取会費 ×××
賛助会員受取会費 ×××
・・・・・・・・・ ××× ×××

２． 受取寄附金
受取寄附金　　 ×××
施設等受入評価益 ×××
・・・・・・・・・ ××× ×××

３． 受取助成金等
受取民間助成金 ×××
・・・・・・・・・ ××× ×××

４． 事業収益
○○事業収益 ×××

５． その他収益
受取利息 ×××
雑収益 ×××
・・・・・・・・・ ××× ×××

経常収益計 ×××
Ⅱ 経常費用

１． 事業費
（１） 人件費

×××
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
・・・・・・・・・ ×××
人件費計 ×××

（２） その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
施設等評価費用 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
・・・・・・・・・ ×××
その他経費計 ×××

事業費計 ×××
２． 管理費

（１） 人件費
役員報酬 ×××
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
・・・・・・・・・ ×××
人件費計 ×××

（２） その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
・・・・・・・・・ ×××
その他経費計 ×××

管理費計 ×××
経常費用計 ×××

当期経常増減額 ×××
Ⅲ 経常外収益

１．事業費固定資産売却益 ×××
・・・・・・・・・ ×××

経常外収益計 ×××

金額

「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書」を基に作成

役員報酬

施設等評価費
用も併せて計
上（計上は法
人の任意）。

当該事業年度の期間を記載。

人件費とその他経費に分

けた上で、支出の形態別に

内訳を記載。

人件費とその他経費に分

けた上で、支出の形態別

に内訳を記載。

施設等受入評
価益も併せて
計上（計上は
法人の任意）。

会費の性格に
応じて分けて記
載。

※定款に「その他の事業」を掲げ、

その事業を実施している場合の

活動計算書については、Ｐ８を参

照してください。

経常費用は、「事業費」と

「管理費」に分ける。
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Ⅳ 経常外費用
１．事業費過年度損益修正損 ×××

・・・・・・・・・ ×××
経常外費用計 ×××

税引前当期正味財産増減額 ×××
法人税、住民税及び事業税 ×××
当期正味財産増減額 ×××
前期繰越正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

※　今年度はその他の事業を実施していません。

（一般正味財産増減の部）
Ⅰ　経常収益
　１．受取寄附金
　　　受取寄附金振替額 ×××
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅱ　経常費用
　２．事業費
　　　援助用消耗品費 ×××
　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（指定正味財産増減の部）
　受取寄附金 ○○○
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　一般正味財産への振替額　　　　　　　　　 △ ×××

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け
　　入れた場合は、「一般正味財産の部」と「指定正味財産の部」に区分して表示することが望ましい。 表示例は以下
　　のとおり。

前事業年度活動計算書の「次期繰越正味財

産額」と金額が一致することを確認する。

貸借対照表の「正味財産合計」と金額が一致する

ことを確認する。

使途等の制約が解除されたことによる指定正
味財産から一般正味財産への振替額。

「受取寄附金振替額」と同額をマイナス計上。

その他の事業を定款で掲げていない法人はこの脚注は不要。

※ 計算書類の注記を作成する場合の例はＰ11～13を、科目例についてはＰ９、10を参照してください。

「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書」は内閣府のホームページで公表されてい

ます。考え方や記載方法等の詳細はそちらをご覧ください。

〔アドレス http://www.npo-homepage.go.jp/kaigi/kaikeimeikaku-kenkyuu〕

7



○定款にその他の事業が掲げられている場合の活動計算書

活動計算書
××年×月×日から××年×月×日まで

法人の名称　　特定非営利活動法人　○○○○○

（単位：円）
特定非営利活動

に係る事業
Ⅰ 経常収益

１． 受取会費
正会員受取会費 ××× ×××
・・・・・・・・・ ××× ×××

２． 受取寄附金
受取寄附金 ××× ×××
施設等受入評価益 ××× ×××
・・・・・・・・・ ××× ×××

３． 受取助成金等
　　　　 受取民間助成金 ××× ×××

・・・・・・・・・ ××× ×××
４． 事業収益

○○事業収益 ××× ×××
△△事業収益 ××× ×××

５． その他収益
受取利息 ××× ×××
雑収益 ××× ×××
・・・・・・・・・ ××× ×××

経常収益計 ××× ××× ×××
Ⅱ 経常費用

１．事業費事業費
（１） 人件費

××× ××× ×××
給料手当 ××× ××× ×××

減価償却費 ××× ×××
支払利息 ××× ×××
・・・・・・・・・ ××× ×××
その他経費計 ××× ×××

管理費計 ××× ×××
経常費用計 ××× ××× ×××

当期経常増減額 ××× ××× ×××
Ⅲ 経常外収益

１． 固定資産売却益 ××× ×××
・・・・・・・・・ ××× ×××

経常外収益計 ××× ×××
Ⅳ 経常外費用

１． 過年度損益修正損 ××× ×××
・・・・・・・・・ ××× ×××

経常外費用計 ××× ×××
経理区分振替額 ××× △××× ×××
当期正味財産増減額 ××× ××× ×××
前期繰越正味財産額 ××× ××× ×××
次期繰越正味財産額 ××× ××× ×××

「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書」を基に作成

科目 その他の事業 合計

役員報酬

貸借対照表の「正

味財産合計」と金

額が一致すること

を確認する。

前事業年度活動計

算書の「次期繰越正

味財産額」と金額が

一致することを確認

する。

その他の事業で得
た利益の振替額。

人件費とその他経費に分けた上

で、支出の形態別に内訳を記載。

施設等評価費
用も併せて計
上（計上は法
人の任意）。

貸借対照表を別葉
表示しないこととす
る場合には、正味
財産額の内訳は
表示されない。

その他の事業を実施してい

ない場合は、「その他の事

業」欄の数字をすべてゼロと

する、あるいはＰ５、６の様式

例を使い、脚注に「※今年度

はその他の事業を実施して

いません。」と明記する。

当該事業年度の期間を記

載。

※ 計算書類の注記例はＰ11～13を、科目例についてはＰ９、10を参照してください。

途中省略(P６と同じ）

経常費用は、「事業費」と

「管理費」に分ける。
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「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書」を基に作成

勘定科目 科目の説明
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 確実に入金されることが明らかな場合を除き、実際に入金したときに計上する。
賛助会員受取会費 対価性が認められず明らかに贈与と認められるものや、それを含む場合があり、ＰＳＴの

判定時に留意が必要。
２．受取寄附金

受取寄附金
資産受贈益 無償又は著しく低い価格で現物資産の提供を受けた場合の時価による評価差益。
施設等受入評価益 受け入れた無償又は著しく低い価格で施設の提供等の物的サービスを、合理的に算定

し外部資料等によって客観的に把握でき、施設等評価費用と併せて計上する方法を選
択した場合に計上する。

ボランティア受入評価益 提供を受けたボランティアからの役務の金額を、合理的に算定し外部資料等によって客
観的に把握でき、ボランティア評価費用と併せて計上する方法を選択した場合に計上す
る。

３．受取助成金等
　 受取助成金

受取補助金
４．事業収益 事業の種類ごとに区分して表示することができる。

売上高 販売用棚卸資産の販売やサービス（役務）の提供などにより得た収益。
○○利用会員受取会費 サービス利用の対価としての性格をもつ会費。

５．その他収益
受取利息
為替差益 為替換算による差益。なお為替差損がある場合は相殺して表示する。
雑収益 いずれの科目にも該当しない、又は独立の科目とするほど量的、質的に重要でない収

益。この科目の金額が他と比して過大になることは望ましくない。
Ⅱ 経常費用

１．事業費
(1) 人件費

役員に対する報酬等（使用人兼務分を除く）のうち、事業に直接かかわる部分
給料手当 使用人兼務役員の使用人部分を含む
臨時雇賃金
ボランティア評価費用 ボランティアの費用相当額。ボランティア受入評価益と併せて計上する。
法定福利費
退職給付費用 退職給付見込額のうち当期に発生した費用。会計基準変更時差異の処理として、定額

法により費用処理する場合、一定年数（15年以内）で除した額を加算する。少額を一括
して処理する場合も含まれる。

通勤費 給料手当、福利厚生費に含める場合もある。
福利厚生費

(2) その他経費
売上原価 販売用棚卸資産を販売したときの原価。期首の棚卸高に当期の仕入高を加え期末の棚

卸高を控除した額。
業務委託費
諸謝金 講師等に対する謝礼金。
印刷製本費
会議費
旅費交通費
車両費 車両運搬具に関する費用をまとめる場合。内容により他の科目に表示することもできる。
通信運搬費 電話代や郵送物の送料等。
消耗品費
修繕費
水道光熱費 電気代、ガス代、水道代等。
地代家賃 事務所の家賃や駐車場代等。
賃借料 少額資産に該当する事務機器のリース料等。不動産の使用料をここに入れることも可

能。
施設等評価費用 無償でサービスの提供を受けた場合の費用相当額。施設等受入評価益と併せて計上

する。
減価償却費

活動計算書（活動予算書）の科目例

補助金や助成金の交付者の区分によって受取民間助成金、受取国庫補助金等に区分
することができる。

　以下に示すものは、一般によく使われると思われる科目のうち、主なものを例示したものです。したがって、該当がない
場合は使用する必要はありませんし、利用者の理解に支障がなければまとめても構いません。また、適宜の科目を追加
することができます。

役員報酬
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勘定科目 科目の説明
保険料
諸会費
租税公課 収益事業に対する法人税等は租税公課とは別に表示することが望ましい。なお、法人

税等を別表示する際には、活動計算書の末尾に表示し、税引前当期正味財産増減額
から法人税等を差し引いて当期正味財産増減額を表示することが望ましい（様式例Ｐ７
参照）。

研修費
支払手数料
支払助成金
支払寄附金
支払利息 金融機関等からの借入れに係る利子・利息。
為替差損 為替換算による差損。なお、為替差益がある場合は相殺して表示する。
雑費 いずれの科目にも該当しない、又は独立の科目とするほど量的、質的に重要でない費

用。この科目の金額が他と比して過大になることは望ましくない。
２．管理費
(1) 人件費

役員報酬 役員に対する報酬等（使用人兼務分を除く）のうち、事業に直接かかわる部分
給料手当 使用人兼務役員の使用人部分を含む
法定福利費
退職給付費用 退職給付見込額のうち当期に発生した費用。会計基準変更時差異の処理として、定額

法により費用処理する場合、一定年数（15年以内）で除した額を加算する。少額を一括
して処理する場合も含まれる。

通勤費 給料手当、福利厚生費に含める場合もある。
福利厚生費

(2) その他経費
印刷製本費
会議費
旅費交通費
車両費 車両運搬具に関する費用をまとめる場合。内容により他の科目に表示することもできる。
通信運搬費 電話代や郵送物の送料等。
消耗品費
修繕費
水道光熱費 電気代、ガス代、水道代等。
地代家賃 事務所の家賃や駐車場代等。
賃借料 少額資産に該当する事務機器のリース料等。不動産の使用料をここに入れることも可

能。
減価償却費
保険料
諸会費
租税公課 収益事業に対する法人税等は租税公課とは別に表示することが望ましい。なお、法人

税等を別表示する際には、活動計算書の末尾に表示し、税引前当期正味財産増減額
から法人税等を差し引いて当期正味財産増減額を表示することが望ましい（様式例Ｐ７
参照）。

支払手数料
支払利息 金融機関等からの借入れに係る利子・利息。
雑費 いずれの科目にも該当しない、又は独立の科目とするほど量的、質的に重要でない費

用。この科目の金額が他と比して過大になることは望ましくない。
Ⅲ 経常外収益

固定資産売却益
過年度損益修正益 過年度に関わる項目を当期に一括して修正処理をした場合。

Ⅳ 経常外費用
固定資産除・売却損
災害損失
過年度損益修正損 過年度に関わる項目を当期に一括して修正処理をした場合。会計基準を変更する前事

業年度以前に減価償却を行っていない資産を一括して修正処理する場合などに用い
る。減価償却費だけの場合は、「過年度減価償却費」の科目を使うこともできる。

Ⅴ 経理区分振替額
経理区分振替額 その他の事業がある場合の事業間振替額。

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れた
　　場合は、「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区分して表示し、当該寄附金等を後者に計上すること
　　が望ましい。当該寄附金（補助金・助成金）の使途等が解除された場合等には、「一般正味財産増減の部」に　「受取寄附
　　金（補助金・助成金）振替額」を、「指定正味財産増減の部」に「一般正味財産への振替額（△）」を勘定科目として記載す
　　る（表示例はＰ６、７の様式例参照）。
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計算書類の注記

１．重要な会計方針
　　　計算書類の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年7月20日　2017年12月12日最終改正　ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。

　 （１） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　 （２） 固定資産の減価償却の方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　 （３） 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金

・ ○○引当金
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　 （４） 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。
また計上額の算定方法は「４.　施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

（５） ボランティアによる役務の提供

（６） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

２．会計方針の変更
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３．事業別損益の状況
（単位：円）

Ａ事業費 Ｂ事業費 Ｃ事業費 Ｄ事業費 事業部門計 管理部門 合計
Ⅰ　経常収益
 １． 受取会費 ××× ×××

 ２． 受取寄附金 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
 ３． 受取助成金等 ××× ××× ××× ××× ××× ×××

 ４． 事業収益 ××× ××× ××× ××× ××× ×××
 ５． その他収益 ××× ×××

経常収益計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
Ⅱ　経常費用

 （１） 人件費
役員報酬 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

給料手当 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

臨時雇賃金 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
・・・・・・・ ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
人件費計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

 （２） その他経費
業務委託費 ××× ××× ××× ××× ××× ×××
旅費交通費 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
・・・・・・・ ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
その他経費計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

経常費用計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

当期経常増減額 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

４．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
（単位：円）

内容 金額 算定方法
×××

科目

「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書」を基に作成

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認めら
れる金額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

ボランティアによる役務の提供は、「５．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提
供の内訳」として注記しています。

　以下に示すものは、想定される注記を例示したものです。該当事項がない場合は記載不要です。
　なお、認定特定非営利活動法人においては、特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書12ページ
Ⅲ３（１）の事項について、詳細に記載されることが望まれます。

○○体育館の無償利
用

○○体育館使用料金表によっています。

※事務所の賃料が、賃貸人から免除されている場合等に記載します(施設受入評価益がある場合等)。

合理的な算定方法を記載する。

（活動計算書に計上する場合は客観的な算定方法）

事業費のみの内訳を表示することも可能。

どの会計基準に基づいて作成したか記載する。

消費税を購入価格や販売価格に含めて記帳する方法である「税
込方式」と、消費税を支払ったり受け取ったりする都度、区分して
経理する方法である「税抜方式」のどちらによっているかを記載
する。
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５．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
（単位：円）

内容 金額 算定方法
○○事業相談員 ××× 単価は××地区の最低賃金によって

　■名×■日間 算定しています。

６．使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は×××円ですが、そのうち×××円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は×××円です。

（単位：円）
期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

○○地震被災者 ××× ××× ××× ××× 翌期に使用予定の支援用資金
援助事業

△△財団助成 ××× ××× ××× ×××
××事業

合計 ××× ××× ××× ×××

７．固定資産の増減内訳
（単位：円）

科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産
什器備品 ××× ××× ××× ××× △××× ×××
・・・・・・・ ××× ××× ××× ××× △××× ×××

無形固定資産
・・・・・・・ ××× ××× ××× ××× △××× ×××

投資その他の資産
・・・・・・・ ××× ××× ××× ××× ×××

合計 ××× ××× ××× ××× △××× ×××

８．借入金の増減内訳
（単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高
長期借入金 ××× ××× ××× ×××
役員借入金 ××× ××× ××× ×××

合計 ××× ××× ××× ×××

９．役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

計算書類に計

上された金額

（活動計算書）
受取寄附金 ××× ××× ×××
委託料 ××× ××× ×××

活動計算書計 ××× ××× ×××

（貸借対照表）
未払金 ××× ××× ×××
役員借入金 ××× ××× ×××

貸借対照表計 ××× ××× ×××

内容 備考

助成金の総額は××円です。活動計算
書に計上した額××円及び期末残高×
×円との差額××円は前受助成金として
貸借対照表に負債計上しています。

科目 内、役員との
取引

内、近親者及び
支配法人等との

取引

合理的な算定方法を記載する。
（活動計算書に計上する場合は客観的な算定方法）

対象事業及び実施期間が定められ、未使用額の返還義務が規定されている助成金・補助金

を前受経理をした場合、「当期増加額」には、活動計算書に計上した金額を記載する。

12



　・　現物寄附の評価方法
現物寄附を受けた固定資産の評価方法は、固定資産税評価額によっています。

　・　事業費と管理費の按分方法

　・　重要な後発事象

　・　その他の事業に係る資産の状況

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び旅費交通費については従事割合に
基づき按分しています。

その他の事業に係る資産の残高は、土地・建物が××円、棚卸資産が××円です。
特活事業・その他の事業に共通で使用している重要な資産は土地・建物が××円です。

10．その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかに
　　するために必要な事項

令和××年×月×日、○○事業所が火災により焼失したことによる損害額は××円、保険の契約金額は××
円です。

貸借対照表日後に発生した事象で、次年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼすもの（例：自然災害

等による重大な損害の発生、重要な係争事件の発生又は解決、主要な取引先の倒産等）について記載する。

その他の事業に固有の資産で重要

なもの及び特定非営利活動に係る事

業・その他の事業に共通で使用して

いる重要な資産の残高状況について

記載する。

重要性が高いと判断される場合に記載する。

重要性が高いと判断される場合に記載する。
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貸借対照表
××年×月×日現在

法人の名称　　特定非営利活動法人　○○○○○

（単位：円）
科目

Ⅰ 資産の部
１． 流動資産

現金預金 ×××
未収金 ×××
・・・・・・・・ ×××
流動資産合計 ×××

２． 固定資産
（１） 有形固定資産

車両運搬具 ×××
什器備品 ×××
・・・・・・・・ ×××
有形固定資産計 ×××

（２） 無形固定資産
ソフトウェア ×××
・・・・・・・・ ×××
無形固定資産計 ×××

（３） 投資その他の資産
敷金 ×××
○○特定資産 ×××
・・・・・・・・ ×××
投資その他の資産計 ×××

固定資産合計 ×××
資産合計 ×××

Ⅱ 負債の部
１． 流動負債

未払金 ×××
前受民間助成金 ×××
・・・・・・・ ×××
流動負債合計 ×××

２． 固定負債
長期借入金 ×××
退職給付引当金 ×××
・・・・・・・ ×××
固定負債合計 ×××

負債合計 ×××
Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 ×××
当期正味財産増減額 ×××

正味財産合計 ×××
負債及び正味財産合計 ×××

（一般正味財産増減の部）
Ⅰ　経常収益
　１．受取寄附金
　　　受取寄附金振替額 ×××
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅱ　経常費用
　２．事業費
　　　援助用消耗品費 ×××
　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（指定正味財産増減の部）
　受取寄附金 ○○○
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　一般正味財産への振替額　　　　　　　　　 △ ×××

金額

「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書」を基に作成

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け
　　入れた場合は、「一般正味財産の部」と「指定正味財産の部」に区分して表示することが望ましい。 表示例は以下
　　のとおり。

「資産合計」と金額が一致することを

「負債及び正味財産合計」と金額

が一致することを確認する。

当該事業年度の末日を記載する。

前事業年度貸借対照表の「正味

財産合計」と金額が一致すること

を確認する。

活動計算書の「次期繰越正味財産額」と金額

が一致することを確認する。

※ 計算書類の注記例はＰ11～13を、科目例についてはＰ9～10を参照してください。

使途等の制約が解除されたことによる指定正
味財産から一般正味財産への振替額。

「受取寄附金振替額」と同額をマイナス計上。
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「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書」を基に作成

勘定科目 科目の説明
Ⅰ 資産の部

１．流動資産
現金預金
未収金 商品の販売によるものも含む。
棚卸資産 商品、貯蔵品等として表示することもできる。
短期貸付金 返済期限が事業年度末から1年以内の貸付金。
前払金
仮払金
立替金
○○特定資産 目的が特定されている資産で流動資産に属するもの。目的を明示する。
貸倒引当金（△）

２．固定資産
（１） 有形固定資産 土地、建物等実体があり、長期にわたり事業用に使用する目的で保有する資産。

建物 建物付属設備を含む。
構築物
車両運搬具
什器備品

　 土地
建設仮勘定 工事の前払金や手付金等、建設中又は制作中の固定資産。

（２） 無形固定資産 具体的な存在形態を持たないが、事業活動において長期間にわたり利用される資産。
ソフトウェア 購入あるいは制作したソフトの原価。

（３） 投資その他の資産 余裕資金の運用のための長期的外部投資や、貸付金等長期債権から構成される資産。
投資有価証券 長期に保有する有価証券。
敷金 返還されない部分は含まない。
差入保証金 返還されない部分は含まない。
長期貸付金 返済期限が事業年度末から1年を超える貸付金。
長期前払費用
○○特定資産 目的が特定されている資産で固定資産に属するもの。目的を明示する。

Ⅱ　負債の部
１．流動負債

短期借入金 返済期限が事業年度末から１年以内の借入金。
　 未払金 商品の仕入れによるものも含む。

前受金
仮受金
預り金

２．固定負債
長期借入金 返済期限が事業年度末から１年を超える借入金。
退職給付引当金 退職給付見込額の期末残高。

Ⅲ　正味財産の部
１．正味財産

前期繰越正味財産
当期正味財産増減額

　以下に示すものは、一般によく使われると思われる科目のうち、主なものを例示したものです。したがって、該当がない
場合は使用する必要はありませんし、利用者の理解に支障がなければまとめても構いません。また、適宜の科目を追加
することができます。

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れた
　　場合は、「Ⅲ　正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」とに区分してそれぞれを勘定科目として表示し、当該
　　寄附金等を前者に計上することが望ましい（表示例はＰ14の様式例参照）。

貸借対照表の科目例
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財産目録
××年×月×日現在

法人の名称　　特定非営利活動法人　○○○○○

（単位：円）
科目 金額

Ⅰ 資産の部
１． 流動資産

現金預金
手元現金 ×××
××銀行普通預金 ×××

未収金
××事業未収金 ×××

・・・・・・・・ ×××
流動資産合計 ×××

２． 固定資産
（１） 有形固定資産

什器備品
パソコン1台 ×××
応接セット ×××
・・・・・・・・ ×××
歴史的資料 評価せず

・・・・・・・・ ×××
有形固定資産計 ×××

（２） 無形固定資産
ソフトウェア

財務ソフト ×××
・・・・・・・・ ×××
無形固定資産計 ×××

（３） 投資その他の資産
敷金 ×××
○○特定資産
××銀行定期預金 ×××
・・・・・・・・ ×××
投資その他の資産計 ×××

固定資産合計 ×××
資産合計 ×××

Ⅱ 負債の部
１． 流動負債

未払金
事務用品購入代 ×××
・・・・・・・・ ×××

預り金
源泉所得税預り金 ×××
・・・・・・・・ ×××

・・・・・・・・ ×××
流動負債合計 ×××

２． 固定負債
長期借入金 ×××

××銀行借入金 ×××
・・・・・・・・ ×××

・・・・・・・・ ×××
固定負債合計 ×××

負債合計 ×××
正味財産 ×××

「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書」を基に作成

当該事業年度の末日を記載する。

口座番号の記載
は不要。

基本的に貸借対照表上の
金額と同じ金額を記載する。

金銭評価ができない資産
については「評価せず」とし
て記載できる。
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年　　間　　役　　員　　名　　簿

　前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所

　並びに前事業年度における報酬の有無を記載した名簿

理事 甲田太郎
○○県○○市○○町
○丁目○番地

令和元年４月１日～
令和２年９月３０日

なし

理事 乙川花子
○○県○○市○○町
○丁目○番地

令和２年１０月１日～
令和３年３月３１日

なし

監事 ○○○○
○○県○○市○○町○番
地

○年○月○日～
○年○月○日

なし

理事 ○○○○
○○県○○市○○町
○丁目○番地△△マンショ
ン□□号室

○年○月○日～
○年○月○日

なし 副理事長

理事 ○○○○
○○県○○市○○町
○丁目○番地

○年○月○日～
○年○月○日

なし

理事長

特定非営利活動法人の名称 　　特定非営利活動法人　○○○○○

役名 氏名 住所又は居所
前事業年度中の

就任期間
報酬を受けた

期間
備考

理事 ○○○○
○○県○○市○○町
○丁目○番○号

○年○月○日～
○年○月○日

○年○月○日～
○年○月○日

設立申請時及び役員変更等届出時の「役員名簿」とは記載内容が一部異なるので注意してください。

記載例

労働の対価については役員報酬とは

考えません。“役員手当（役務の対価

ではない）”に相当するものを、役員報

酬と考えてください。

前事業年度に在職した役員の名簿なので、年度途中で辞めた役員や新しく就任した役員も含めて記載

してください。（下記※参照）

注目！

役名は法上「理事」「監事」

の２種しかありません。

ここに入るのは「理事」か

「監事」のどちらかです。

住民票と同一の文
字・表記方法で記載
（高→髙、○番→○
番地など）

前事業年度中の就任期間。
（例：3月決算法人の場合、
4/1～3/31となります。）
＊役員の任期ではありませ
んのでご注意ください。

理事長などの

役職名は備考欄

に記載します。

※例えば、事業年度が４月１日から翌年３月31日の場合で、理事の甲田太郎が９月30日で辞

任し、10月１日から理事の乙川花子が就任した場合は、この事業年度中に役員であった甲田太

郎と乙川花子の両者を記載するとともに、前事業年度中の就任期間は次のような記載となりま

す。
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前事業年度の末日における社員のうち１０人以上の者の名簿

○○　○○○ ○○県○○市○○町○丁目○番地

○○　○○○ ○○県○○市○○町○丁目○番地

　　　株 式 会 社　○○○○○
○○県○○市○○町○丁目○番地

　　　代表取締役　○○　○○○

○○　○○○ ○○県○○市○○町○丁目○番地

○○　○○○ ○○県○○市○○町○丁目○番地

○○　○○○ ○○県○○市○○町○丁目○番地

○○　○○○ ○○県○○市○○町○丁目○番地

○○　○○○ ○○県○○市○○町○丁目○番地

○○　○○○ ○○県○○市○○町○丁目○番地

○○　○○○ ○○県○○市○○町○丁目○番地

特定非営利活動法人の名称 　　特定非営利活動法人　○○○○○

氏名 住所又は居所

記載例

社員が団体の場合、その
名称及び代表者の職名・
氏名を記載してください。

社員が団体の場合、

その団体の所在地を記載します。

・社員とは、いわゆる“会社員（従業員）”のことではなく、当該法人の構成員で、総会
において表決権をもつ会員のことです。

・社員全員を記載する必要はなく、１０人以上であれば何人でも可。

・閲覧の対象となる書類なので、電話番号などの不必要な個人情報が記載されたも

のを提出しないよう十分気をつけてください。（氏名、住所又は居所以外の記載の必

要はありません。）
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１ 概要 

 法人の役員（理事・監事）に変更等があった場合、所轄庁へ遅滞なく届け出る必要があります。
役員の変更等とは、再任・新任・辞任・任期満了・住所（又は居所）の異動・氏名の変更・解任・
死亡などをさします。 
 また、代表権を有する理事は登記事項のため、法務局での変更の登記（就任日（再任日）等の変
更時から２週間以内）も必要になります。 

２ 手続の流れ 

 
 

 

 

 

３ 提出書類 

（１） 役員について変更等（再任を含む）があった場合 

 様 式 及 び 添 付 書 類 記載例 提出部数 

① 役員の変更等届出書（第４号様式） 22ページ １部 

② 変更後の役員名簿 23ページ ２部 

 ※ 変更後の役員名簿は、閲覧用を含め各２部提出してください。（規則第７条第２項） 
 

（２） 新たに就任した役員がいる場合 

③ 誓約及び就任承諾書の謄本（コピー） 24ページ 各１部 

④ 

各役員の住所又は居所を証する書面（次のいずれかを提出） 

 ※届出日から６か月以内に作成されたものに限ります。 

各１部 

(1) 住民票の写し（コピーではなく、市区町村の長が交付した書面） 
住民基本台帳ネットワークでの確認が可能ですので、神奈川県内にお
住まいの役員の方については、提出する必要はありません。 

(2) 海外在住の方は、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給す

る書面（外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした訳文

を添付する） 

 

４ 役員の任期について 

（１） 設立当初の役員の任期 
  □ 設立当初の役員の任期については、各法人の定款末尾の「附則」で確認してください。 
   
（２） 第２期以降の役員の選任 
□ 任期満了前に開催する総会（又は理事会）において、次期役員の選任を行う必要があります。 

  □ 法人の定款「附則」役員の任期が「令和３年６月３０日」までと記載されていた場合、選任が
６月３０日以前に行われていても任期満了翌日の令和３年７月１日から第２期目の任期がはじま
ります。 

（３） 任期途中の役員の就任 
□ 「補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期

の残存期間とする」と定款にある場合、その役員は就任した日にかかわらず、他の役員と同じ
期日に任期満了を迎えることとなります。 

 

・総会(又は理事会)の決議
による役員（理事・監事）
の選任 

・その他変更事由の発生 

⇒ 法務局での代表権を有する 
理事の登記変更（変更・再任） 

⇒ 
・藤沢市に届出（理事・監事）

※再任でも届出が必要 

・役員名簿を法人事務所に備え置く 

Ⅱ 役員の変更等に関する手続（法第２３条） 
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５ 「誓約及び就任承諾書」を作成する場合の留意事項 

□ 新任の役員全員の誓約及び就任承諾書の謄本（原本の写し）を提出してください。 

□ 「特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと」とは以下の規定をさします。役員就任

予定者は以下の規定に該当しないことを誓約し、書類を作成してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 「同法第21条の規定」とは、以下の役員に関する親族規定となります。役員就任予定者は、以

下の規定に違反しないことを誓約し、書類を作成してください。 

 

 

 

 

  

  （考え方） 

役員総数が５人以下のときは、配偶者若しくは３親等以内の親族（以下、親族等といいま

す。）は入れません。 

また、役員総数が６人以上のときは、ある役員からみて、１人だけは親族等が入ることが

できます。 

 

６ 書類の提出方法 
  役員の変更等届出書等（①～④）は、持参又は郵送でご提出ください。 

なお、一部例外を除き、電子申請による届出も可能です。詳しくは、３７ページ以降をご参照くだ

さい。 

 

７ 変更後の役員名簿の閲覧・謄写 
  提出された変更後の役員名簿(②。ただし住所又は居所を除く)は、市民自治推進課内で閲覧に供

します。また、閲覧書類はコピー（謄写）することもできます。（法第３０条） 

特定非営利活動促進法第20条 

 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経

過しない者 

三 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第三十二条の三第七項及

び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。）に違反したことにより、又

は刑法（明治四十年法律第四十五号）第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十

二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）の罪を

犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日

から二年を経過しない者 

四 暴力団の構成員等 

五 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証

を取り消された日から二年を経過しない者 

六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 

 

特定非営利活動促進法第21条 

 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、

又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになっ

てはならない。 



『役員の変更等届出書』等提出チェック表
　役員変更等届出書等の作成・提出にあたりましては、次のチェック表によりご確認下さい。

書　　類 項　　　　　　　目 チェック欄

提出年月日が記載されているか。 □
変更年月日が記載されているか。（役員の任期に注意） □
氏名及び住所又は居所が住民票のとおり記載されているか。 □
定数割れ又は定数超過していないか。 □
理事長を変更した場合においては、新理事長名で届けられているか。 □

変更後の役員全員の氏名及び住所又は居所が記載されているか □
役員全員の報酬の有無が記載されているか □
氏名及び住所又は居所が住民票のとおり記載されているか。 □
提出用として２部用意したか。 □

就任承諾の日は、届出書の変更年月日と整合がとれているか。 □
氏名及び住所又は居所が住民票のとおり記載されているか。 □
新たに就任した者（理事から監事又は監事から理事になった者も必要）全員
分あるか。 □

◎ 役員が再任する場合には、ご注意下さい。

　ＮＰＯ法（第24条第1項）により、役員の任期は2年が上限です。定款に記
載されている年限を確認してください。

引き続き役員に就任される場合においても、下記の書類をご提出下さい。
　　①「再任」を変更事由とする役員の変更等届出書（１部）
　　②　最新の役員名簿（２部）

有効期限（６か月）内であるか。 □
住民票の写しに市町村長印が押印されているか。（複数枚つづりの場合注意） □
外国語で作成されている場合、翻訳者を明らかにした訳文を添付しているか。 □

①「役員変更等届出書」（第４号様式）

③「誓約及び就任承諾書」

「住所又は居所を証する書面」

②変更後の「役員名簿」

※１９ページ３(２)※に記載の「各役員の住所又は居所を証する書面」を別途提出する必要がある場
合のみ

（※理事長が再任された場合には、法務局での変更登記も必要とな
   りますので、ご注意下さい。）
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第４号様式  

 

役 員 の 変 更 等 届 出 書 

令和３年 ７ 月 １ 日 

 

藤沢市長  

 

                   主たる事務所の所在地    神奈川県藤沢市○○１丁目２番３号 

                 その他の事務所の所在地   神奈川県藤沢市△△４丁目５番６号 

名   称         特定非営利活動法人○○○○ 

代表者氏名         理事長 ○ ○ ○ ○   

電話番号             ×××－□□□－△△△△ 

 

次のとおり役員の変更等がありましたので、特定非営利活動促進法第23条第 1項（第52条第１

項の規定により読み替えて適用する第23条第１項）の規定により、届け出ます。 

変 更 年 月 日 変 更 事 項 役 名 氏 名 住 所 又 は 居 所 

 

令和３年４月２３日 

令和３年５月 １日 

令和３年６月３０日 

令和３年７月 １日 

・・・ 

・・・ 

令和３年７月 １日 

・・・ 

 

辞  任 

住所の異動 

任期満了 

再  任 

・・・ 

・・・ 

新  任 

・・・ 

 

理 事 

理 事 

監 事 

理 事 

・・・ 

・・・ 

監 事 

・・・ 

 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

・・・ 

・・・ 

○ ○ ○ ○ 

・・・ 

 

藤沢市○○１丁目２番３号 

藤沢市○○１番地２ 

横浜市○区△△二丁目１番２１号 

鎌倉市○○１０００番地の４ 

・・・ 

・・・ 

茅ヶ崎市○○１丁目２３４番 

・・・ 

 

《 記入にあたっての留意事項 》 

① 再任や任期満了に当たっての変更年月日は、それぞれの法人における任期満了日を定款の附則でご確

認ください。 

 

② 変更事項の欄； 新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所(又は居所)の異動 などを記載し

てください。 

 

③ 役名の欄には、理事、監事の別を記載してください。 

 【誤り例】  理事長   副理事長   幹事   ⇒ × 

             

④ 氏名及び住所又は居所の欄には、住民票等と同一の文字・表記方法で記載してください。 

  なお、印字できない漢字は、手書きで結構です。 

 【住所の例】 一丁目２番３号 ⇒ ○    １－２－３ ⇒ × 

 

⑤ 役員が新たに就任した場合は、以下の書類を添付してください。 

◇ 誓約及び就任承諾書の謄本（原本の写し）【24ページ参照】 

※ 理事だった人が、辞任して監事に就任した場合も、新任ですので、添付が必要です。 

◇ 住所又は居所を証する書面（住民票の写し） 

※ 理事だった人が、辞任して監事に就任した場合も、新任ですので、添付が必要です。 

※ 任期満了と同時に再任された役員の方は必要ありません。 

 ※ 神奈川県内に居住されている方は、住民基本台帳ネットワークでの確認が可能ですので住民票の

写しの添付は必要ありません。 

【注】①神奈川県以外に居住されている方は、住民票の写しを添付してください。 

     ②マイナンバー、本籍等、交付窓口で省略可能なものは省略してください。(届出日前６か月以

内のもの) 

住民票の記載通り 

登記上の所在地の記載通り 

令和３年６月３０日に任期満了を

迎える例 

 記載例 

施行規則で定まった様式です。

藤沢市以外の様式では受理でき

ません。 

住民票記載通り 

理事 又は 監事 のどちらかが入

ります。 

その他の事務所がない場合は、

空欄か「なし」としてください。 
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役   員   名   簿 

 

 

 

特定非営利活動法人の名称 

 

特定非営利活動法人 ○○○○ 

 

 

 

役 名 氏  名 住 所 又 は 居 所 報酬の有無 備  考 

理 事 

 

 あり 理事長 

理 事  
 

なし 副理事長 

理 事  

 

なし  

監 事 

 

 なし  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

     

     

 

◇役員のうち報酬を受ける者の数は、役員総数の３分の１以下であることが必要です。（法第２条

第２項第１号ロ） 

 

◇役員総数が５人以下のときは、配偶者若しくは３親等以内の親族は入れません。 

 

◇未成年者が役員に就任する場合にはご相談ください。（法定代理人の同意書が必要です。） 

②氏名、住所等は住民票記載どおりに、マンショ

ン名なども略さずにそのまま記載してください。 

 

※「 高 橋 」⇔「 髙 橋 」 

 「 川 崎 」⇔「 川 﨑 」 

 「 恵 」⇔「 惠 」  など 

※「○丁目△番◇号」⇔「○丁目△番地
．
◇」 

 「○○番△号
．
」⇔「○○番地の

．
△」など 

①役名は法上「理事」「監事」の

２種しかありません。 

ここに入るのは「理事」か「監

事」のどちらかです。 

③役員報酬の有無について記載してください。

なお、労働の対価については役員報酬とは考え

ません。“役員手当（役務の対価ではない）”に

相当するものを、役員報酬と考えてください。 

④理事長などの

役職名は備考欄

に記載します。 

 記載例 
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（ 法 人 成 立 後 用 ） 

 

誓 約 及 び 就 任 承 諾 書 

 

 

法人の名称 特定非営利活動法人 ○○○○ 

 

代 表 者    様 

 

 

 

私は、特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと及び同法第 21条の規定に違反しないことを誓約 

 

するとともに、同法人の ○ ○ に就任することを承諾します。 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

 

 

住所又は居所 

 

（ふりがな） 

氏        名                

 

（生年月日    年   月  日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（役員の欠格事由） 

第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 

三 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項

の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。）に違反したことにより、又は刑法（明治四十年法律第四十五号）第二百四条、第

二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正十

五年法律第六十号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日

から二年を経過しない者 

四 暴力団の構成員等 

五 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年

を経過しない者 

六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 

  

（役員の親族等の排除） 

第二十一条 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並

びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。 

理事 若しくは 監事 が入ります。 
 

法人の代表権を有する理事の場合は 
「理事及び理事長（代表者の役職名）」 
が入ります。 

このように、法人成立後の文面で作成してください。 

設立申請時は次の文面になっています。 

「・・・設立認証があったときは、同法人の ・・・」 

総会で選任された日から就任日までの間

の日付が入ります。 

藤沢市へは、コピー（謄本）を提出してください。 

役員に暴力団員がいる疑いがある場合は、情報を神奈川県警察本部に照会させていただく可能性があります。 

 

 記載例 

住所・氏名とも住民票

の記載どおりに記載して

ください。 

なお、氏名は、署名（自

筆）又は記名押印（記名

と実印押印に加えて印鑑

証明を添付）としてくだ

さい。 
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１ 概要 

定款を変更するときは、定款に定められた変更方法により総会での議決を経る必要があります。
その後、変更事項によって所轄庁への認証申請又は届出が必要です。 

   定款の変更によって、登記事項(名称、事務所の所在地、目的、事業など)に変更が生じた場合
は、変更が生じた日から２週間以内に法務局において変更の登記を行う必要があります。 

 

２ 定款変更の認証申請に関する手続 （※定款変更の届出に関する手続は、Ｐ34） 

（１） 所轄庁の認証が必要となる変更事項 

変更事項が以下のいずれかのときは、所轄庁の認証が必要となります 
（1）目的 

 （2）名称 
（3）特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 
（4）主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限る。） 
（5）社員の資格の得喪に関する事項 
（6）役員に関する事項（役員の定数に係るものを除く。) ※副理事長の人数変更は認証が必要。 
（7）会議に関する事項 
（8）その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 
（9）解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。） 
（10）定款の変更に関する事項 

（２） 手続の流れ 

（市で事前相談）⇒ 法人の総会で議決 ⇒ 市に申請 ⇒ 縦覧期間２週間⇒ 藤沢市で判定
（縦覧終了後２か月以内）⇒ 藤沢市から認証書の交付（認証の場合） 

⇒ 法務局で登記変更（登記事項の変更を含む場合：名称、目的、活動の種類、事業など） 
⇒・変更後の定款、認証書の写し、登記事項証明書及びその写し（登記事項の変更を含む場合）

（各１部）を藤沢市に提出 
・定款及び認証書の写し（登記事項の変更を含む場合は、登記事項証明書の写しも） 
を法人事務所に備え置く 

 

（３） 提出書類 

ア 共通 

 様 式 及 び 添 付 書 類 記載例 提出部数 

① 定款変更認証申請書（第５号様式） 28 ページ １部 

② 定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本（コピー） 29 ページ １部 

③ 変更後の定款（原本証明不要） 30 ページ ２部 

   

イ 特定非営利活動の種類又は事業の変更を含む場合 

変更事項が「特定非営利活動の種類」、「特定非営利活動に係る事業」又は「その他の事業」

の変更を含む場合は、次の書類が必要となります。 

④ 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 31 ページ ２部 

⑤ 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 32 ページ ２部 

 

ウ 所轄庁の変更を伴う場合 

藤沢市以外に主たる事務所を移転新設する場合や、神奈川県外、横浜市、川崎市、相模原市

のいずれかの市のみに事務所を置くことになった場合は、所轄庁が変更になります。この場合、

上記の書類（①～③又は①～⑤）の他に、さらに次の書類が必要です。なお、提出書類は、移

転先の所轄庁が定める書式で申請してください。（藤沢市から神奈川県内（横浜市、川崎市、

相模原市を除く）への移転は該当しません。） 

Ⅲ 定款の変更に関する手続（法第２５、２６条） 
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⑥ 
役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報

酬の有無を記載した名簿） 
２部 

⑦ 

法第 2 条第 2 項第 2 号及び法第 12 条第 1 項第 3 号に該当すること

を確認したことを示す書面（※議事録に議案としての記載が必要で

す。） 

１部 

⑧ 前事業年度の事業報告書 １部 

⑨ 前事業年度の活動計算書 １部 

⑩ 前事業年度の貸借対照表 １部 

⑪ 前事業年度の財産目録 １部 

⑫ 

年間役員名簿（前事業年度において役員であったことがある者全員

の氏名及び住所又は居所並びに前事業年度における報酬の有無を記

載した名簿） 

１部 

⑬ 前事業年度の末日における社員のうち 10 人以上の者の名簿 １部 
 
※ 所轄庁の変更を伴う場合の手続の流れ 
 

   藤沢市に申請 ⇒ 藤沢市から神奈川県（現所轄庁）に送付 

⇒ 神奈川県から移転先に送付 ⇒ 移転先新所轄庁での判定 

⇒ 新所轄庁から認証書の交付(認証の場合) ⇒ 法務局で登記変更 
   
 
  ※ 上記⑧～⑬が作成される前は、設立当初の事業計画書、活動予算書、成立時（合併時）の

財産目録を提出してください。 
 

 ※ 認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営活動法人が所轄庁の変更を伴う定款の変
更の申請をする場合には、上記の他、認定（特例認定）に関する書類を提出する必要があり
ます。詳細については、神奈川県までお問い合わせください。 

 

（４） 書類の提出方法 
上記の申請書等（①～⑬）は、持参又は郵送でご提出ください。 

   なお、認証申請については、事前相談（予約制）も実施しています。 
所轄庁変更を伴わない場合には、電子申請も可能です。詳しくは、３７ページ以降をご参照く

ださい。 
 
（５） 申請書類の縦覧とホームページでの公開 

申請された縦覧書類（③④⑤）は、藤沢市のホームページで公開します。 
〔アドレス http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kurashi/shimin/npo/index.html〕 

 

（６） 認証後の提出書類 
次の書類を、遅滞なく、持参又は郵送で提出してください。（定款の変更事項に登記事項の変

更を含む場合には、認証の決定後２週間以内に、法務局において変更の登記を行った後に提出
してください。） 

⑭ 変更後の定款（附則に、認証となった日付を記入したもの） １部 

⑮ 県が交付した認証書の写し（コピー） １部 

⑯ 当該定款変更に係る登記事項証明書 １部 

⑰ 当該定款変更に係る登記事項証明書の写し（⑯のコピー） １部 

   ※上記⑯、⑰については、登記事項を変更した場合に提出してください。 
 

（７） 認証後の定款等の閲覧・謄写とホームページでの公開 

   定款変更の認証後、提出された⑭⑮⑰（ただし個人の住所又は居所の記載を除く）の書類は、

市民自治推進課内で閲覧に供します。また、閲覧書類はコピー（謄写）することもできます。（法

第３０条） 
⑭の書類は、以下の内閣府のホームページでも公開します。 

〔アドレス https://www.npo-homepage.go.jp/Portal/corpSearch!show2.action 〕 

https://www.npo-homepage.go.jp/Portal/corpSearch!show2.action


　定款変更認証申請書等の作成・提出にあたりましては、次のチェック表によりご確認下さい。

書　　類 チェック欄

□
□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□

□
□
□
□

　 □
役員名簿が２部添付されているか。 □
確認書が添付されているか。 □
直近の事業報告書等が添付されているか。 □

申請書の変更内容と整合がとれているか。

②「社員総会の議事録の謄本」

③変更後の「定款」

追加される附則は記載されているか。

社員総数(10名以上)が明記され、かつ、総会開催の定足数を満たしているか。

『定款変更認証申請書』等提出チェック表

変更の理由が、変更事項すべてについて記載されているか。

みなし総会により決議した場合、必要な事項が記載されているか。

提出年月日が記載されているか。

項　　　　　　　目

変更部分に下線が引かれているか。また、変更部分にもれはないか。

定款変更の届出に関する事項は含まれていないか。

①「定款変更認証申請書」（第５号様式）

定款に基づく議決数を満たしていることが明記してあるか。

定款に基づき議長及び議事録署名人の署名等があるか。

上記②③④以
外に必要な添
付書類

追加される附則は記載されているか。

提出用として２部用意したか。

定款の事業と整合がとれているか。

事業計画書と活動予算書の整合がとれているか。

事業計画書及び活動予算書が２事業年度分添付されているか。

提出用として２部用意したか。

必要な書類が移転先の所轄庁が定める様式で作成されているか。

④その他添付書類　（事業又は特定非営利活動の種類の変更を含む場合）

⑤所轄庁変更の場合
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第５号様式  

 

 

定 款 変 更 認 証 申 請 書 

 

令和３年 ７月 １日 

 

藤沢市長 

 

主たる事務所の所在地  

神奈川県藤沢市△△１丁目２番３号 

その他の事務所の所在地 

    神奈川県藤沢市△△４丁目５番６号 

名   称   特定非営利活動法人○○○○ 

代表者氏名   理事長 ○ ○ ○ ○  

電話番号    ×××－□□□－△△△△ 

 

次のとおり定款を変更することについて、特定非営利活動促進法第２５条第３項の認証を受けた

いので、申請します。 

変更の内容 

新 旧 

特定非営利活動法人○○○○定款 

 

 略 

(事業)   

第５条 この法人は、第３条の目的を達成す

るため、次の特定非営利活動に係る事業

を行う。 

（１） ○○に関する事業 

（２） △△△の相談事業 

（３） その他この法人の目的を達成するために

必要な事業 

 

以下略 

 

附則 

この定款は、令和  年  月  日から施

行する。 

特定非営利活動法人○○○○定款 

 

 略 

(事業) 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成す

るため、次の特定非営利活動に係る事業

を行う。 

（１） ××に関する事業 

 

（２） その他この法人の目的を達成するために

必要な事業 

 

以下略 

変更の理由 利用者の要望に応え、新たに相談事業を実施するため。 

 

＜留意事項＞ 

① 「変更の内容」が複数の条文にわたり、枠内に収まらない場合は、「変更の内容」欄内に「別

紙のとおり」とだけ記入し、別葉に新旧対照表を作成してご提出ください。 

② 施行日は（変更となる日）は、認証日となるため、申請時点では附則に日付を入れずにご提

出ください。（30 ページ ＜定款変更に伴う附則の追加例＞参照） 

③ 「変更の理由」は、複数の条文にわたる場合には、それぞれの理由を簡潔に明記してくださ

い。ただ単に、「運営上必要が生じたため」とするのは、理由としては不十分です。 

④ 上記の例では、事業が変更となりますので、事業計画書及び活動予算書を２事業年度分ご提

出いただくこととなります。 

 記載例 

施行規則で定まった様式です。

藤沢市以外の様式では受理でき

ません。 

その他の事務所がない場合

は、空欄か「なし」としてく

ださい。 

変更部分に下線を引い

てください。 変更部分に下線を引い

てください。 

申請日を記載ください。 

日付は空欄にしてください。 

施行日は藤沢市の認証日とな

ります。 
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特定非営利活動法人○○○○ 臨時（通常）総会議事録 

 

    

１ 日時  ＿＿年＿＿月＿＿日  ＿＿時から ＿＿時まで 

 

２ 場所   

 

３ 社員総数   ＿＿名 

 

４ 出席者の数  ＿＿名（うち書面表決者＿名、電磁的方法表決者 名、表決委任者＿名） 

 

５ 議長  出席した正会員の中から〇〇〇〇を選出 

 

６ 議事録署名人   ○○○○、○○○○ 

 

７ 議 題 

（１）第 1 号議案  定款の変更について 

（２）第 2 号議案  ・・・・・・について 

 

８ 議事の経過の概要及び議決の結果 

（１）第 1 号議案  定款の変更について 

   定款第○条の変更を諮ったところ、満場異議なく承認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）第 2 号議案  ・・・・・・について 

 

なお、定款変更認証申請に必要な手続は、理事長 ○○○○ に一任することとした。 

 

   年   月   日 

 

議    長 

議事録署名人 

議事録署名人 

 

 

 

定款変更認証申請に当たっては、社員総数が１０名

以上いることを確かめてください。１０名未満では、法上

の認証要件を満たさないこととなります。 

定款上の要件を満たしていることが分かるように明記してください。 

通常は、出席した社員の４分の３以上の議決を必要とします。 

【わかりにくい表現の例】 

・拍手をもって承認された。 

・賛成多数で承認された。 

（↑この表現では、定款の要件を満たしているとは限らないため） 

第４条、第５条変

更の場合は、提出

する事業計画書

及び活動予算書

を議決する必要が

あります。 

（理事会議決事

項の場合不要） 

 記載例 

表決方法等は定款の「表決

権等」の規定を確認してくだ

さい。各方法で表決した者又

は表決委任者がいた場合に

記載します。 

「署名」等、 

定款の議事録作成の規

定を確認してください。 

※社員総会で代表権のあ

る理事の選任を決議した

場合、登記手続の関係で

登録印の押印が必要で

す。 

 

実際の出席者数＋書面表決者数＋電磁的方法表決者数＋表決委任者数 

みなし総会（法第 14 条の 9 第 1 項）により、
決議があったものとみなされた場合の議事録に
ついては、以下の事項を記載してください。 
（規則第７条第３項） 
(1)総会の決議があったものとみなされた事項
の内容 

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 
(3)総会の決議があったものとみなされた日 
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 注意！ 



 

 

 

＜定款変更に伴う附則の追加例＞ 

 30 

 

    特定非営利活動法人○○○○ 定款 

 

第 １ 章  総 則 

～ 略 ～ 

第 1 0 章  雑 則 

（細則） 

第 55 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 

 

  附 則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 

理事長       ○ ○ ○ ○ 

副理事長      ○ ○ ○ ○ 

理事        ○ ○ ○ ○ 

同         ○ ○ ○ ○ 

監事        ○ ○ ○ ○ 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第１項の規定にかかわらず、成立の日から平成１８年６月３０

日までとする。 

４ この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 45 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによ

るものとする。 

５ この法人の設立当初の事業年度は、第 48 条の規定にかかわらず、成立の日から平成１８年３月３１日までと

する。 

６ この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

 (1) 入会金 ○○○円 

 (2)  年会費 ○○○円 

 

 

 

附 則 

 この定款は、令和  年  月  日から施行する。 

 

 

 

 

 

  附 則 

 この定款は、令和３年９月３日から施行する。 

   

 

                                                   

 

 

附 則 

 この定款は、令和３年１０月１日から施行する。 

   

 

 記載例 

※ 定款本文の変更があった場合にのみ、下のような

附則がその都度追加されます。 

【定款変更の認証申請時】 

所轄庁に申請する段階では、日付は空欄にしておきま

す。 

なお、この一文のみの場合、通し番号は不要です。 

【設立当初の附則は変更不可】 

法人成立後に、総会 の議決により、 

・役員の変更 

・会費等の変更 

があった場合でも、設立当初の附則は一切書き

替えてはいけません。 

【定款変更の認証書が到達した場合】 

所轄庁が認証した場合、認証となった日付

（認証書の日付）を記入します。 

【定款変更の届出を提出した場合】 

総会の議決をもって効力が生じますので、定款変更の施行

日（変更となった日）を附則に明記します。 

令和３年１０月１日の総会において、定款に規定されている

事務所の所在地の変更が議決された例です。 

また、総会で事務所移転日を議決した場合は、その移転日

になります。 

登記に記載された移転日と同じか確認してください。 

 
注意！ 
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○ ○ 年 度 事 業 計 画 書 

                法人の名称  特定非営利活動法人 ○○○○○ 

１ 事業活動方針 

○○○○、 

 

２ 事業内容 

（１）特定非営利活動に係る事業 

① ○○に関する事業 

ア ○○○○○事業 

・内   容 ○○○○   ※新たに追加する事業は所轄庁の認証前には行えま 

・日   時 ○月     せん。その点に留意して事業計画書を作成してくだ 

・場   所 ○○○○   さい。 

・従事者人員 ○人 

・受益対象者 ○○の者 ○人 

・支出見込額 ○○○○円 

 

イ ○○○○事業 

・内   容   

・日   時   

・場   所   

・従事者人員         人 

・受益対象者     の者  人 

・支出見込額         円 

 

② ○○に関する事業 

ア ○○○○事業 

・内   容   

・日   時   

・場   所   

・従事者人員         人 

・受益対象者     の者  人 

・支出見込額         円 

 

 

（２）その他の事業 

① ○○に関する事業 

ア ○○○○事業 

・内   容 ○○○○ 

・日   時 ○月 

・場   所 ○○○○ 

・従事者人員 ○人 

・受益対象者 ○○の者 ○人 

・支出見込額 ○○○○円 

 

定款第５条に記載された事業名をそのまま記載 

定款第５条で「その他の事業」又は「収益事業」を掲げ

ている場合に記載 

定款上の「目的」ではなく、その年度どのような方針で事業を行

っていくかを記載してください。 

※当該定款の変更の日（認証の日）の属する事業年

度及び翌事業年度２事業年度分の事業計画書が

必要です。 

 

※当該定款の変更の日（認証の日）の属する事業年

度の事業計画書は、当該年度の期首からのものを

作成してください。 

【各事業について６項目を記載】 

内容 一般の方が読んでおよそ概要が分かるように記載 

日時 
通年の場合は通年、期間を区切る場合は概ねその時期

を記載 

場所 
特定されている場合はその場所、その他は実施するお

よその地域を記載（（例）○○海岸、○○市内 等） 

従事者 

人員 
従事する実人員、又は延べ人数を記載 

受益 

対象者 

受益対象者の範囲と、できればその概数を記載 
特定非営利活動に係る事業については、定款上の目的に掲げ

る受益対象者の範囲と同じであること。 

支出 

見込額 

事業の支出額の合計を記載 

なお、各事業の支出見込額の合計額と活動予算書の

事業費合計額と同額となること 

 

 記載例 



活動予算書
××年×月×日から××年×月×日まで

法人の名称　　特定非営利活動法人　○○○○○

（単位：円）
科目

Ⅰ 経常収益
１．受取会費
正会員受取会費 ×××
賛助会員受取会費 ×××
・・・・・・・・・ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金　　 ×××
施設等受入評価益 ×××
・・・・・・・・・ ××× ×××

３．受取助成金等
受取民間助成金 ×××
・・・・・・・・・ ××× ×××

４．事業収益
○○事業収益 ×××

５．その他収益
受取利息 ×××
雑収益 ×××
・・・・・・・・・ ××× ×××

経常収益計 ×××
Ⅱ 経常費用
１．事業費
（１） 人件費

×××
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
・・・・・・・・・ ×××
人件費計 ×××

（２） その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
施設等評価費用 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
・・・・・・・・・ ×××
その他経費計 ×××

事業費計 ×××
２．管理費
（１） 人件費

役員報酬 ×××
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
・・・・・・・・・ ×××
人件費計 ×××

（２） その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
・・・・・・・・・ ×××
その他経費計 ×××

管理費計 ×××
経常費用計 ×××
当期経常増減額 ×××

Ⅲ 経常外収益
１．固定資産売却益 ×××
・・・・・・・・・ ×××

経常外収益計 ×××
Ⅳ 経常外費用
１．過年度損益修正損 ×××
・・・・・・・・・ ×××

金額

「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書」を基に作成

役員報酬

当該事業年度の期間を記載。

人件費とその他経費に分
けた上で、支出の形態別
に内訳を記載。

人件費とその他経費に分
けた上で、支出の形態別
に内訳を記載。

施設等評価費
用も併せて計
上（計上は法
人の任意）。

施設等受入評
価益も併せて
計上（計上は
法人の任意）。

※定款に「その他の事業」
を掲げ、その事業を実施し
ている場合の活動予算書
については、Ｐ３３を参照し
てください。

経常費用は、「事業費」と

「管理費」に分ける。
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経常外費用計 ×××
当期正味財産増減額 ×××
前期繰越正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

※　当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含
む）を受け入れる予定である場合は、「一般正味財産の部」と「指定正味財産の部」に区分して表示すること
が望ましい（表示例は様式例１参照）。

前事業年度活動計算書の「次期繰越正味財産
額」と金額が一致することを確認する。

その他の事業を定款で掲げていない法人はこの脚
注は不要。
その他の事業を行う場合は下記を参照。

※ 計算書類の注記を作成する場合の例はＰ11～13を、科目例についてはＰ9、10を参照してください。

☓☓☓

☓☓☓

☓☓☓

☓☓☓
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３ 定款変更の届出に関する手続 

（１） 所轄庁への届出が必要となる変更事項 
変更事項が以下のいずれかのときは、総会で議決により定款の変更をすることができます。

変更した後は、所轄庁への届出が必要となります。 
 
（1）神奈川県内における主たる事務所及びその他の事務所の移転・新設・廃止（所轄庁の変更を伴わないもの） 

＊ 横浜市、川崎市及び相模原市のみに事務所を置く変更となる場合は、所轄庁の変更を伴う定款変更認証申

請が必要となりますのでご注意ください。 

（2）役員の定数に係るもの 

（3）資産に関する事項 

（4）会計に関する事項 

（5）事業年度 

（6）解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。） 

（7）公告の方法（法第２８条の２に係る貸借対照表の公告など） 

（8）上記のほか法第１１条第１項各号に規定がない事項（合併に関する事項、事務局に関す

る事項など） 
 

（２） 手続の流れ 

法人の総会で議決 ⇒ 法務局で登記変更（登記事項の変更を含む場合：事務所の移転など） 
⇒ ・藤沢市に届出（登記事項の変更を含む場合は、登記事項証明書及びその写し（各１部） 
も提出） 
・定款（登記事項の変更を含む場合は、登記事項証明書の写しも）を法人事務所に備え置く 

 

（３） 提出書類 

ア 共通 

 様 式 及 び 添 付 書 類 記載例 提出部数 

① 定款変更届出書（第６号様式） 36ページ １部 

② 定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本（コピー） １部 

③ 変更後の定款（原本証明不要） ２部 

イ 登記事項の変更を含む場合 
変更事項が、「藤沢市内における主たる事務所及びその他の事務所の移転・新設・廃止」又

は、「法人の存続期間又は解散の事由の定めの変更」である場合は、次の書類が必要となりま
す。 

＊ 横浜市、川崎市及び相模原市のみに事務所を置く変更となる場合は、所轄庁変更を伴う定款変更認証申請が

必要となりますのでご注意ください。 

④  定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書 １部 

⑤  定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書の写し（④のコピー） １部 

 

（４） 書類の提出方法 
上記の届出書等（①～⑤）は、持参又は郵送でご提出ください。 
登記事項の変更を含まない場合の届出書等（①～③）は、電子申請による届出も可能です。

（登記事項の変更を含む場合は、電子申請による届出はできません。） 
電子申請による届出について、詳しくは、３７ページ以降をご参照ください。 

 

（５） 変更後の定款等の閲覧とホームページでの公開 
  提出された上記③、⑤（ただし個人の住所又は居所の記載を除く）については、市民自治推進

課内で閲覧に供します。また、閲覧書類はコピー（謄写）することもできます。（法第 30 条） 
③は、以下の内閣府のホームページでも公開します。 

〔アドレス https://www.npo-homepage.go.jp/Portal/corpSearch!show2.action 〕 

https://www.npo-homepage.go.jp/Portal/corpSearch!show2.action


『 定 款 変 更 届 出 書 』 等 提 出 チ ェ ッ ク 表
　定款変更届出書等の作成・提出にあたりましては、次のチェック表によりご確認下さい。

書　　類 項　　　　　　　目 チェック欄

提出年月日が記載されているか。 □
変更部分に下線が引かれているか。 □
定款変更の申請に関する事項が含まれていないか。 □
変更年月日が記載されているか。（附則に記載されているか。） □
変更の理由が記載されているか。 □

社員総数(10名以上)が明記され、かつ、総会開催の定足数を満たしているか。 □
定款に基づく議決数を満たしていることが明記してあるか。 □
定款に基づき議長及び議事録署名人の署名等があるか。 □
みなし総会により決議した場合、必要な事項が記載されているか。 □

変更内容が反映されているか。 □
追加される附則は記載されているか。 □
提出用として２部用意したか。 □

変更内容が反映された登記事項証明書及びその写しを用意したか。 □

③変更後の「定款」

④その他提出書類（所轄庁変更を伴わない事務所の所在地を変更した場合等）

②「社員総会の議事録の謄本」

①「定款変更届出書」（第６号様式）
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  36 

第６号様式  

 

 

定 款 変 更 届 出 書 

 

令和３年 ７ 月 １ 日 

 

藤沢市長 

 

主たる事務所の所在地  

神奈川県藤沢市△△１丁目２番３号 

その他の事務所の所在地 

    神奈川県藤沢市△△４丁目５番６号 

名   称   特定非営利活動法人○○○○ 

代表者氏名   理事長 ○ ○ ○ ○   

電話番号    ×××－□□□－△△△△ 

 

次のとおり定款を変更しましたので、特定非営利活動促進法第 25 条第６項（第 52 条第１項の

規定により読み替えて適用する第 25 条第６項）の規定により届け出ます。 

変更の内容 

新 旧 

特定非営利活動法人○○○○定款 

 

 略 

(事務所)   

第２条 この法人は、主たる事務所を神奈川

県藤沢市△△丁目△番△号に置く。 

 

 

以下略 

附則 

この定款は、令和３年６月１１日から施行

する。 

特定非営利活動法人○○○○定款 

 

 略 

(事務所) 

第２条 この法人は、主たる事務所を神奈川

県藤沢市○○丁目○番○号に置く。 

 

以下略 

変更の理由 事務所の移転に伴う主たる事務所の所在地の変更 

＜留意事項＞ 

① 「変更の内容」の欄には、変更後と変更前の条文等の対照表を記載し、併せて、変更部分に

下線を引いて新旧の違いが明らかになるよう記載してください。 

② 変更した年月日は、附則に記載してください。（30 ページ ＜定款変更に伴う附則の追加例＞

参照）附則は、新たに追加し、設立当初の附則は変更せずに残してください。 

③ 施行日（変更となった日）は、総会で議決された日とするのが一般的です。 

④ 上記の例では、登記事項(事務所の所在地)に変更が生じますので、変更の登記が必要です。 

   

〈注意〉 

※ 定款上、「主たる事務所を神奈川県藤沢市に置く。」とあり、藤沢市内で事務所変更をされた

場合、定款の変更には当たりませんので、本届出書は必要ありませんが、藤沢市へは変更があ

った旨を必ずお知らせください。 

  様式は決まっていませんので、所在地を住居表示のとおり（１丁目２番３号など）明記した

書面等でご連絡ください。なお、この場合も法務局での変更の登記は必要です。 

 記載例 

 総会で議決された日とするのが

一般的です。総会で事務所を

移す日を議決した場合はその移

す日になります。登記に記載され

た日と同じか確認してください。 

施行規則で定まった様式です。

藤沢市以外の様式では受理でき

ません。 

事務所の所在地が変わった場合は、新

住所を記載してください。 

その他の事務所がない場合

は、空欄か「なし」としてく

ださい。 

変更部分に下線を引いて

ください。 
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１ 電子申請・届出サービスの概要 

  以下の５種類の申請・届出手続を電子申請・届出サービスにより行うことができます。ただし、

利用にあたってそれぞれに条件がありますのでご注意ください。 

 

（１）電子申請・届出サービスが利用できるもの 

手 続 名 条  件 

１ 事業報告書等の提出 

 次の電子ファイルを添付して提出 

①事業報告書 

②活動計算書（当分の間、収支計算書に代えても可） 

③貸借対照表 

④財産目録 

⑤年間役員名簿 

⑥前事業年度の末日における社員のうち 10 人以上の名簿 

■添付ファイルが、Microsoft Word、Excel 

又はＰＤＦにより作成されていること 

 

２ 役員の変更等の届出 

 次の電子ファイルを添付して届出 

 ①変更後の役員名簿 
新任の役員がいる場合には、次の書類を添付して提出 

 ②誓約及び就任承諾書の写し（ＰＤＦ形式） 

■添付ファイルが、Microsoft Word、Excel  

又はＰＤＦにより作成されていること 

■新任役員に外国在住、外国籍の方が含ま

れないこと（住民票等の提出が必要なた

め電子申請できません） 

３ 定款変更の認証申請 

 次の電子ファイルを添付して提出 

①定款変更を議決した社員総会の議事録の写し 

(ＰＤＦ形式) 

 ②変更後の定款 

特定非営利活動の種類又は事業の変更を含む場合は、必

要により次の電子ファイル③④を添付して提出。 

③事業計画書(２年度分) 

④活動予算書(２年度分) 

■添付ファイルが、Microsoft Word、Excel  

又はＰＤＦにより作成されていること 

■所轄庁変更を伴わないこと 

 

４ 定款変更の届出 

①定款変更を議決した社員総会の議事録の写し 

(ＰＤＦ形式) 

 ②変更後の定款 

 

■添付ファイルが、Microsoft Word、Excel 

又はＰＤＦにより作成されていること 

■登記事項の変更を伴わないこと（事務所

の移転に係る定款変更の届出などは電

子申請できません） 

５ 残余財産譲渡の認証申請 
■添付ファイルが、Microsoft Word、Excel 

により作成されていること 

 

（２）電子申請システムの更新について 

 令和２年４月１日から、電子申請システムは新しいシステムに切り替わりました。旧システムのＩＤ

は使用できません。新しいシステムでもう一度ＩＤを取得してください。 

 

（３）申請者登録 

 初めて電子申請・届出サービスを利用する際には、申請者登録が必要です（無料）。必ず、「団体・法

人向け 申請者ＩＤ仮登録」で、「登録先自治体」は藤沢市を選択して登録してください。仮登録後、

登録したメールアドレスにメールが送られてくるので、本登録をしてください。 

Ⅳ 電子申請・届出に関する手続 



２　手続画面
◆　電子申請届出システム　トップ画面

〔ＵＲＬ〕　http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/shinsesho/index.html
市のホームページから、電子申請・申請書ダウンロードのページを開きます。

①「電子申請・申請
書ダウンロード」をク
リックしてください。

③部課別選択で市民自治部の
「市民自治推進課」をクリックして
ください。特定非営利法人に関す
る手続きを探します。

②「電子申請・申請書ダウンロード
（部下別一覧）」をクリックしてください。
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④特定非営利法人に関する
手続から申請したい項目をク
リックしてください。

⑤選択した手続きの電子申請ページです。こ

こから手続きを行ってください。

初めてご利用される方は、まず、申請者ID登録をしてください。
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１ 解散に関する手続 

（１）解散事由 

解散事由 

（法第31条第1項） 

 

第１号  社員総会の決議（※1） 

第２号 定款で定めた解散事由の発生 

第３号 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能（※2） 

第４号 社員の欠亡 

第５号 合併 

第６号 破産手続開始の決定 

第７号 法第 43条の規定による設立の認証の取消し 

（※1）特定非営利活動法人は、総社員の４分の３以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができ

ない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。（法第31条の２） 

（※2）解散事由が、「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」の場合、解散の認定申請手

続が必要になります。当該手続の詳細については、藤沢市までお問い合わせください。 

 

（２）解散の主な事務手続（法第31条第 1項第 1号、第2号、第4号、第 6号による解散の場合） 

ア  手続の流れ 

解散 ⇒ 法務局で解散の登記〈決議から２週間以内〉⇒ 藤沢市へ解散の届出 

 

イ 解散した場合の藤沢市への提出書類 

 提 出 書 類 提出部数 

① 解散届出書（第８号様式） １部 

② 解散及び清算人を登記したことを証する登記事項証明書 １部 

 

（３）解散後清算結了までの主な事務手続 

ア 手続の流れ 

公告（解散後、遅滞なく、官報への掲載が必要）（※3）⇒ 残余財産の確定・処分 

⇒法務局で清算結了の登記〈清算結了から２週間以内〉⇒ 藤沢市へ清算結了の届出 

 

（※3）清算人は、法人解散後、遅滞なく、公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申

出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、２月を下ることが

できない。 公告は、官報に掲載してする。（法第 31条の 10） 

 

イ 清算が結了した場合の藤沢市への提出書類 

 提 出 書 類 提出部数 

① 清算結了届出書（第11号様式） １部 

② 清算結了を登記したことを証する登記事項証明書 １部 

（注）解散にかかる清算中に、新たに清算人が就任した場合は、清算人の就任の届出が必要です。 

 

「社員」 
⇒P1８参照 

Ⅴ その他の手続 
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第８号様式 

 

 

解 散 届 出 書 

 

令和   年   月   日 

 

 藤沢市長 

 

 

                 主たる事務所の所在地 

                        神奈川県藤沢市△△１丁目２番３号 

                 その他の事務所の所在地 

神奈川県藤沢市△△４丁目５番６号 

                 名 称 特定非営利活動法人 ○○○○○ 

 

                 清算人 住所又は居所 神奈川県○○○○○ 

                     氏    名 ○ ○ ○ ○    
電話番号    ×××－□□□－△△△△ 

 

 

 

 

 

 

 

 特定非営利活動促進法第 31 条第 1 項第(①、2、4、6)号に掲げる事由により、次のとおり解

散しましたので、同条第４項の規定により届け出ます。 

 

解 散 の 理 由  総会の決議による。 

残 余 財 産 の 

処 分 方 法 

 

残余財産ない場合 ⇒ 残余財産なし。 

 

 残余財産がある場合⇒ 総会の決議により､○○法人 ○○○○に帰属させ

ることとした。 

  

 備考 

  １ (1、2、4、6)については、該当するものを○で囲んでください。 

  ２ 解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付してください。 

いずれかに○をつける。 

 記載例 

施行規則で定まった様式です。

藤沢市以外の様式では受理で

きません。 

その他の事務所がない場合は、

空欄か「なし」としてください。 

残余財産の譲渡先は、定款で定めた法第 11

条第 3 項に列挙された団体となります。※定

款で定めていない場合には、国又は地方公共

団体に譲渡されるか国庫に帰属することとな

ります。 
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第 11 号様式 

 

 

清 算 結 了 届 出 書 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

 藤沢市長 

 

 

                 主たる事務所の所在地 

                        神奈川県藤沢市△△１丁目２番３号 

その他の事務所の所在地 

神奈川県藤沢市△△４丁目５番６号 

                 名 称 特定非営利活動法人 ○○○○○ 

 

                 清算人 住所又は居所 神奈川県○○○○○ 

                     氏    名 ○ ○ ○ ○    

電話番号    ×××－□□□－△△△△ 

 

 

 

 解散に係る清算が結了しましたので、特定非営利活動促進法第 32 条の３の規定により届け出

ます。 

 

 

 

 

 備考 清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付してください。 

 

 記載例 

施行規則で定まった様式です。

藤沢市以外の様式では受理で

きません。 

その他の事務所がない場合は、

空欄か「なし」としてください。 




